
障害対応手順フロー

情報システム機器（ハード・ソフト共に）関連にまつわる、障害発生時の対応フローは以下の通りです。
緊急連絡網（電話、チャット、メール等、夜間・休日対応）を構築しておくこと。

事故発生

各システム運用者 情報システム部
スタッフ 情報システム部

シニアマネージャ

想定された緊急事態の内容またはインシデントレベルを想定する。

エンドユーザーへ直接被害もしくは二次被害を及ぼす及びその懸念がある
緊急事故については、速やかに対策本部を設置し対応する。
対策本部：コンプライアンス管理責任者、実施責任者、運用責任者、情報
セキュリティ責任者、コンプライアンス監査責任者、担当者の構成にて現

状調査のうえ事実関係・発生原因の特定、問題解決策、再発防止策、社
内外の開示（必要度に応じて）を打ち合わせする。

事故範囲に応じて、

各利用部署及び
経営管理本部長

へ報告

情報システム部シニアマネージャ、情報システム部スタッフ、各システム運
用者の構成にて現状調査のうえ事実関係・発生原因の特定、問題解決策、
再発防止策、を打ち合わせする。

エンドユーザーを含んだ各関係者への事故対応の通知を実施する。
社内に関しては｢システム障害報告書」を基本活用し、社外に関しては内容に応じた然るべき書式を都度採用する

なお事故内容により、報道リリース、関係官庁への届出等が必要並びに関係者からの問い合わせ対応

エンドユーザー関与あり エンドユーザー関与なし


